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○笠井委員  

日本共産党の笠井亮です。本日の議題となっている三条約の改定内容そのものについて私がた

だしたいことについては、既に御答弁がありました。きょうは、その一つである国際民間航空機

関、ＩＣＡＯの条約に関連して、民間航空機の安全航行の確保等の観点から、横田の空域問題、

いわゆる横田ラプコンの問題について質問いたします。 
 米軍の横田、厚木基地等があるということで、横田空域における進入管制業務は米軍が実施を

してきております。かつて、広大な西の壁とも言われて大きな障害になっているこの横田空域を

削減、返還させることは、民間航空機の安全航行や運航時間の短縮、そして経済的なコストの低

減という点でも、あらゆる面で重要な課題になっていると思います。 
 そこで、まず国土交通省に伺いますが、これまでの横田空域の返還要請と削減実績がどうなっ

ているか、さらに、今後、全面返還についてどのように考えて対応していくつもりか、端的にお

答え願いたいと思います。 
◆本田政府参考人  

お答えをいたします。まず、いわゆる横田空域につきましてのこれまでの段階的な削減の状況

についてお答え申し上げます。 
 過去七回にわたり、いわゆる少しずつ削減が図られてきております。具体的には、昭和四十六

年五月、昭和四十七年三月、昭和五十一年九月、昭和五十二年十一月、昭和五十八年四月、昭和

五十八年十一月、そして直近の平成四年二月の七回でございます。 
 今後の返還につきましての私どもの考え方でありますが、直近の平成四年二月の削減によって、

羽田から北部九州、山陽、山陰方面に向かう航空機につきまして、従前のような横田空域内を通

過することなく飛行することができておりますが、それでもなお横田空域の上限高度は約七千メ

ーターございます。したがって、依然として非常に高度が高いものですから、民間航空機は東京

湾を大回りして、飛行高度を高くして横田空域を飛び越しているというのが現状でございます。 
 現在、羽田空港の再拡張事業に私ども着手しておりますけれども、これによって発着能力が年

間約二十九万回から約四十万七千回に増加いたします。そのため、航空の安全を確保しつつ民間

航空のさらなる効率的な運航を実現するためには、横田空域のさらなる削減が必要であると考え

ております。 
 
○笠井委員  

麻生外務大臣に伺いますけれども、去る三月三十一日の当委員会で、米軍再編をめぐって進行

中の日米協議の課題の一つとして、横田の空域と羽田の第四滑走路等の話の関係ということを挙

げられて、きちんとやらないといかぬと答弁されました。 
 そこで、改めて確認したいんですけれども、昨年十月の２プラス２の文書で、検討される選択

肢として確認されている、米軍が行っている空域の削減や横田飛行場への日本の管制官の併置、

コロケーションということについては、この間の日米間の協議の中で既に合意に達しているのか

どうか。それとも、削減、併置はあくまで選択肢ということで確認はしているけれども、依然と

して隔たりがあって中身の合意はしていないのかどうか。この点について、お答えいただきたい

と思います。 
◆麻生国務大臣  

二点あったと思いますが、まず最初の方の、これは目下協議を行っている最中ということにな

るんですが、２プラス２の共同文書におきまして、御指摘のとおり「二〇〇九年に予定されてい

る羽田空港拡張を念頭に置きつつ、横田空域における民間航空機の航行を円滑化するための措置



が探求される。」とされていることを踏まえまして、日米間で横田空港のあり方の検討を今行って

きているところでありますので、ちょっと具体的なところまではお答えを差し控えさせていただ

きますが、兵力の構成の再編に関する案につきまして、できるだけ早いこと最終案を取りまとめ

ないと、羽田の第四滑走路のあれも迫ってきておりますので、早く取りまとめねばならぬという

ことに関しましては、日米間の認識は一致しております。 
 二つ目のことに関しましては、横田の空域における民間航行を円滑化するための探求される中

で検討される選択肢として、横田飛行場への管制官の併置という問題が必ず出てまいります。こ

の点につきましては、国土交通省、防衛庁側から、日本人の管制官を置いた方が横田空域におけ

る円滑な管制業務が可能になるのではないかということで、これを今検討させていただいており

ますが、管制官の併置につきましては、日米間それぞれ、片っ方は兵隊さん、片っ方は民間人と

いうことになりますので、それぞれの権限、人員など具体的なあり方については、その実現可能

性とともに、目下日米間で検討している最中でありまして、かなり前向きに話は進みつつあると

御理解いただければよろしいかと存じます。 
 
○笠井委員  

それでは、事務方で結構です、局長で結構ですが、今お話ありました空域の削減の方ですけれ

ども、具体的な空域の削減の箇所とか内容についても話し合って、最終合意で今回やろうという

ことまで考えているのか、その点はいかがでしょうか。 
◆河相政府参考人  

お答え申し上げます。臣から今御説明したとおり、現在、最終的取りまとめに向けていろいろ

な議論をしている、その中で、この横田の空域の取り扱いというのも一つの議題になっておるわ

けでございます。 
 ただ、具体的にどういう形で空域の削減をしていけるのか、どういうことが可能なのかという

ことにつきましては、恐らく、今後、最終報告を受けた上で、具体的な議論をしていくという手

順になろうかと思っております。 
 
○笠井委員  

それでは、管制官の併置の問題ですけれども、これも局長、お答えいただけると思いますが、

この併置というのは、もともとアメリカ側から併置しようという話が出たのか、それとも日本側

から出ている話なのか。 
 それから、沖縄では、嘉手納空域、ラプコンの返還を前提にして、現在、日本側の管制官が嘉

手納の基地に入って、いわば併置されて訓練を受けているということでありますけれども、これ

は返還に向けての訓練ということでありますが、横田空域の管制官の併置も、同様に空域の返還

ということを前提にした話なのかどうか、この二つ、いかがでしょうか。 
◆河相政府参考人  

お答え申し上げます。管制官の併置、これに関しましては、現在、御指摘のとおり嘉手納にお

いて、進入管制業務の日本への移管というものを前提にやっておるわけです。この前提としては、

平成十六年の十二月に合同委員会の合意をつくって、そのもとで嘉手納ラプコンの返還というこ

とを念頭に置いた業務を航空管制官の訓練という形で実施しているということでございます。 
 片や、横田につきましては、日本側の考え方としては、横田の管制権、進入管制業務というの

は基本的には日本に返還されてもいいのではないかという考え方が基本にはあるわけでございま

すけれども、現在この中間的取りまとめに書いてある併置の考え方というのは、空域の返還とい

うものを前提として、その訓練として併置をするという考え方ではなくて、管制官を併置するこ

とで、今後、横田空域でやっている航空管制というのがより円滑にできるのではないかという考

え方に基づく併置を考えているわけであります。（笠井委員「どちらから出たのか」と呼ぶ）これ



につきましては、日米双方が、どちらかというよりも、双方で議論している中で、こういう可能

性を検討したらどうかという結論を得るに至ったということでございます。 
 
○笠井委員  

二〇〇九年に予定されている羽田空港の第四滑走路の完成ということで、先ほど国土交通省か

らもありましたが、民間機の航行量が約一・四倍にふえる。民間航空機の航行の円滑化、そして

安全運航の観点からも、いよいよ横田空域の削減とともに返還ということを今局長も話がありま

したけれども、これは喫緊の課題となっているというふうに思います。 
 しかも、重大なのは、そもそも戦後六十年たっていまだに首都圏上空がいわば米軍に占領され

ているという事態であります。私は、このこと自体が世界でも異常なことだと思うんです。日本

の主権にかかわる根本問題としてどうしても解決をしなければいけない。 
 ところが、大臣、この二月に我が党の赤嶺政賢衆議院議員が提出した質問主意書への政府の答

弁書の中で、政府は横田空域の返還について、「合衆国側からは、合衆国軍隊の運用上の理由から

横田空域の返還は困難であるとの回答を得ている」とされております。今回の日米合意の中で横

田、厚木基地が再編されようとしております。現在は司令部機能、輸送部隊中心の横田基地にし

ても、日米共同訓練の移設基地やＮＬＰの予備飛行場の位置づけがされないとも限らない。 
 いずれにしても、米軍の運用上の必要性から見ると、横田空域がこれまであるいはこれまで以

上に重要な意義づけを持つということになるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 
◆麻生国務大臣  

この横田空域の返還につきましては、今言われましたとおり、米軍の運用上の理由から返還は

困難との回答は確かに来ております。 
 しかし、御存じのように、今回の兵力再編協議において、二〇〇九年に予定されております羽

田空港の拡張、第四滑走路を念頭に置いて、とにかく、アメリカ軍の、また日本の側の、双方の

運用上の観点を含めて日米間で見直すということで再検討するということになっておりますので、

今、横田空域の扱いというものに関しましては細目申し上げられませんけれども、今、かなりの

部分は前向きに進んでおるという点で、もうしばらく時間をいただきたいと存じます。 
 
○笠井委員  

私は、米側が運用上の必要性を盾にとれば、これはますます返還が困難になるんじゃないかと

いうふうに思うんです。 
 横田空域にかかわる航空交通管制をめぐって、これまで日米間には、一九五二年、五九年、七

五年の三回の合意があります。 
 もともと、一九五二年の合意では、「日本国は、日本領空において完全かつ排他的な主権をもち

かつそれを行使する。」として、あくまでも一時的な措置として米軍が管制をやるというふうにな

っていました。ところが、一九五九年の合意では米軍飛行場周辺の管制業務を米軍が行うことを

認めて、一九七五年の合意では米側の管制業務の必要がなくなった場合には日本側に返還すると

いうふうになっています。 
 そのもとで、今、米軍再編協議で、横田、厚木などの基地機能を再編して恒久化すれば、横田

空域まで返還どころか恒久化することになるんじゃないかと思うんですが、この点はいかがでし

ょうか。 
◆河相政府参考人  

ただいま御指摘がございましたように、昭和二十七年、昭和三十四年、それから昭和五十年、

幾つかの合同委員会合意というものの中で航空管制業務について規定をしてきておるわけでござ

います。 
 御指摘のとおり、昭和五十年の合同委員会合意では、引き続き米軍が一定のところで管制業務



を行う、ただ、その業務が必要でなくなった場合には、これは返還をするということで、具体的

にその後も返還されて空域の削減等々行われてきているわけでございまして、これは一方的に米

側に裁量がある、ゆだねたということではなく、いずれにいたしましても、日米間で、その必要

性、何がより適切であるかということをきちっと議論して対応していくということで、我が方と

しては、基本的には横田空域というものは行く行く返還をされるべきであろうということの考え

方に基づいて臨んでいくわけでございますし、先ほど国交省の方からも御説明したように横田空

域の削減というのは過去七回にわたって行われていますし、今回の中間報告でも、羽田の新たな

滑走路の増設ということを念頭に置いた対応をこれからやっていく所存でございます。 
 
○笠井委員  

時間になりましたので終わりますが、今、返還を求めていく立場だと言われました。政府も認

めているとおり、現在実施している進入管制業務について、我が国も既に十分な能力とそれから

技術を備えているんですから、直ちに返還するように求める、そしてそのためにも、それに障害

になるような、逆行するような米軍再編はやめるべきだ、このことを申し上げて質問を終わりま

す。 


